
五
七
一

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

◎
千
九
百
七
十
九
年
九
月
二
十
八
日
に
修
正
さ
れ
た
千
九
百
六
十
八
年
十
月
八
日
に
ロ
カ
ル
ノ
で
署
名
さ
れ
た
意
匠
の
国
際

　
分
類
を
定
め
る
ロ
カ
ル
ノ
協
定

　
（
略
称
）
意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

 

昭
和
四
十
三
年

　
十
月

　
　
八
日

　
ロ
カ
ル
ノ
で
採
択

 

昭
和
四
十
六
年

　
四
月
二
十
七
日

　
効
力
発
生

 

平
成
二
十
六
年

　
五
月
二
十
二
日

　
国
会
承
認

 

平
成
二
十
六
年

　
六
月
二
十
四
日

　
加
入
の
閣
議
決
定

 
平
成
二
十
六
年

　
六
月
二
十
四
日

　
加
入
書
寄
託

 
平
成
二
十
六
年

　
六
月
二
十
七
日

　
公
布
（
条
約
第
十
号
）

 

平
成
二
十
六
年

　
六
月
二
十
七
日

　
告
示
（
外
務
省
告
示
第
二
百
十
八
号
）

 

平
成
二
十
六
年
　
九
月
二
十
四
日
　
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
発
生

　
　
目
　
　
　
次 

ペ
ー
ジ

第

一

条  

特
別
の
同
盟
の
形
成
及
び
国
際
分
類
の
採
用

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
三

第

二

条  

国
際
分
類
の
使
用
及
び
法
的
範
囲

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
四

第

三

条  

専
門
家
委
員
会

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
四

第

四

条  

国
際
分
類
並
び
に
そ
の
修
正
及
び
追
加
の
通
報
及
び
公
表

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
五

第

五

条
　
同
盟
の
総
会

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
五

第

六

条  

国
際
事
務
局

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
七

第

七

条
　
財
政

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
七

10.indd   571 2017/01/25   17:28:53



五
七
二

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

第

八

条
　
第
五
条
か
ら
こ
の
条
ま
で
の
規
定
の
修
正

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
七
九

第

九

条
　
批
准
及
び
加
入
並
び
に
効
力
発
生

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
〇

第

十

条
　
こ
の
協
定
の
効
力
及
び
有
効
期
間

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
〇

第

十

一

条
　
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
の
改
正

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
〇

第

十

二

条
　
廃
棄

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
〇

第

十

三

条
　
領
域

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
一

第

十

四

条
　
署
名
、
用
語
及
び
通
報

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
一

第

十

五

条
　
経
過
規
定

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
五
八
一

10.indd   572 2017/01/25   17:28:54



五
七
三

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

特
別
の
同

盟
の
形
成

及
び
国
際

分
類
の
採

用

10.indd   573 2017/01/25   17:28:55



五
七
四

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

専
門
家
委

員
会

国
際
分
類

の
使
用
及

び
法
的
範

囲

10.indd   574 2017/01/25   17:28:57



五
七
五

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

同
盟
の
総

会 国
際
分
類

並
び
に
そ

の
修
正
及

び
追
加
の

通
報
及
び

公
表

10.indd   575 2017/01/25   17:29:00



五
七
六

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

10.indd   576 2017/01/25   17:29:02



五
七
七

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

財

政

国
際
事
務

局

10.indd   577 2017/01/25   17:29:04



五
七
八

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

10.indd   578 2017/01/25   17:29:07



五
七
九

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

第
五
条
か

ら
こ
の
条

ま
で
の
規

定
の
修
正

10.indd   579 2017/01/25   17:29:08



五
八
〇

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

こ
の
協
定

の
効
力
及

び
有
効
期

間第
一
条
か

ら
第
四
条

ま
で
及
び

第
九
条
か

ら
第
十
五

条
ま
で
の

規
定
の
改

正廃

棄

批
准
及
び

加
入
並
び

に
効
力
発

生

10.indd   580 2017/01/25   17:29:10



五
八
一

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

経
過
規
定

署
名
、
用

語
及
び
通

報 領

域

10.indd   581 2017/01/25   17:29:12



五
八
二

意
匠
国
際
登
録
ロ
カ
ル
ノ
協
定

（
参
考
）

　
こ
の
協
定
は
、
締
約
国
が
採
用
す
る
意
匠
の
国
際
分
類
、
そ
の
修
正
及
び
追
加
の
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
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